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研究概要

１ 本調査研究の趣旨

平成１２年４月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（地方分権

一括法）施行以来、地方分権の推進に向けて、国と地方の在り方をめぐるさまざまな議論がなさ

れてきた。 

このような中、平成２１年８月の衆議院選挙の結果、政権交代が行われ、この結果、各種予算

の大幅な組み替えが行われ、「コンクリートから人へ」の基本理念の下、公共事業の大幅な削減・

見直しが行われる一方、子ども手当、高校授業料無償化、農業の戸別所得補償等の新規施策が導

入された。併せて、地域主権改革が新政権の一丁目一番地の改革とされ、内閣総理大臣を議長と

する地域主権戦略会議が中心となり、地域主権戦略の工程表に沿って、基礎自治体への権限移譲、

ひも付き補助金の一括交付金化、出先機関の原則廃止、地方税財源の充実確保等の各種施策に取

り組むこととなり、平成２２年６月には地域主権戦略大綱が閣議決定された。 

一方、我が国を取り巻く社会情勢は、社会保障、学校教育など、様々な分野で構造的な変化が

進行しつつある。とりわけ、急速な少子高齢化社会の進展に対応した社会保障制度の確立は、地

方公共団体の自主性・自立性を高め、地域の自主的な取組に対応した地方税財制度を構築するた

めには不可欠である。 

本年度は、「新たな次世代育成支援対策と高齢者医療制度」という研究テーマを設けて、子ども・ 

子育て新システムや新たな高齢者医療制度等を中心に具体事例を紹介した上で、学識経験者（委

員等）からの発表や地方公共団体からの意見聴取を実施し、その考え方を整理したものである。 

なお、本研究会では、委員長のご発案で委員の役職や肩書きに関係なく、個人的見解を基に自

由闊達に議論するという運営を行っており、本報告書も委員会でのこの自由な議論の結果を出来

るだけ尊重し、反映した形でまとめるよう努力している。 

 

２ 本報告書の構成

本報告書では、今年度の研究テーマである「新たな次世代育成支援対策と高齢者医療制度」を

中心に考察する。 

まず、第１部では、「子ども子育て政策の展開」として、第１章で「子ども・子育て新システ

ム」、第２章で「横浜市における子育て政策」、第３章で「子ども・子育て関連の義務付け・枠

付け」、第４章で「幼児教育・保育現場の状況」について解説及び紹介を行っている。 

次に、第２部では、「医療保険政策の展開」として、第１章で「高齢者医療制度の見直し」、

第２章で「医療保険制度における保険者規模と財政調整」について解説及び紹介を行っている。 

最後に、第３部では、「分権型の社会保障制度について」として、第１章で「分権型の社会保

障制度について」、第２章で「今年度の研究のまとめ」について解説及び紹介を行っている。
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第１章 分権型の社会保障制度 

沼尾波子（日本大学経済学部教授） 

2010/2/10

１．はじめに～わが国の社会保障制度における課題 

○戦後日本の社会保障制度は、日本型雇用システム、家族・地域の形を前提とし、それを補完する

形で発展してきた。

○今日では、家族形態が変容し、夫婦と子供二人というかつての標準世帯はもはや標準ではなくな

っている。単身者が増加し、女性の就労が当たり前のものになるなかで、家族のなかに、ケアを

支える担い手がいなくなりつつある。また、家族がケアを担おうとすると、就労することができ

なくなり、生活困難になるというケースも生じている。

○一方、地域コミュニティでの支え合いの仕組みも解体しつつある。自営業者・農家など職住近接

で地域を支える担い手が減少し、多くの就業者はサラリーマンとして生活空間から離れたところ

に通勤するようになっており、日中は家の近くにいないことが多い。一方、農山村における超高

齢化が進み、地域の中で互いに見守り、支えあうことが困難な地区が年々増え続けている。

○経済のグローバル化の進行とともに、非正規雇用が拡大。企業には従業員とその家族の生活を支

える余裕がなくなっている。雇用の不安定性、子育て環境の不在など、勤労世代の生活の安定性

が脅かされている。「社会保障改革に関する有識者検討会」では、勤労世代が抱える多様なリス

クに注目しつつ、安心・安全な暮らしの仕組みを構築し、中間層のやる気を構築することが必要

であると提起している。換言すれば、高齢者中心の社会保障制度には限界が生じているというこ

ともできる。

○ただし将来、首都圏を中心に後期高齢者が急増することが見込まれており、こうした高齢者サー

ビスの供給についても課題となっている。

⇒このように、企業、家族、地域のあり方の変容に制度が対応できていないという実態があり、現

代社会の状況に応じた社会保障制度の再編が求められる。

２．社会保障制度における国と地方の役割分担について 

（駒村康平・菊池馨実編（2009）『希望の社会保障改革』旬報社，第３章）
○社会保障制度に求められることがら

・すべての市民を対象とする「普遍性」「参加の保障」

・諸個人や地域の事情を踏まえ、そのニーズに応える「多様性」（対人社会サービス）

・制度の縦割りの隙間に落ち込まない（ex.医療と介護、福祉と雇用）
○国と地方の役割分担

【原則】

国は社会保障制度設計、人材育成・確保のための制度、財源保障、所得保障を担う

地方はサービスの現物給付、地域のニーズに合った独自サービス供給を担う

- 85 -

第 1 章　分権型の社会保障制度



※衣・食・住の確保に関わる基本的な所得保障としての現金給付については国が普遍的に運営す

る。これに対し、介護・教育・子育ち子育て支援、自立支援などの現物給付の場合、ベースと

なる保障の基準や考え方については国が規定するが、実際のサービス提供は地域の実情に応じ

て自治体が実施することが求められる。

⇒多様な担い手との連携・協力により、必要な時に必要なサービスを供給できる体制の構築を図

る。

※施設整備、人材確保については、都道府県による調整や対応が求められるケースもある。また

医療保険、介護保険の運営については、保険財政の安定性の確保を考えるなら、広域的な対応

が求められる。

※課題：現金給付と現物給付の組み合わせによる支援）

Ex.生活保護制度における保護費支給と自立支援
Ex.失業者に対する雇用保険給付と求職者への職業紹介、職業訓練

 ⇒国による全国的な対応と、地方によるきめ細かいケアの組み合わせが必要な事例

３．地方に求められる役割～ケアの社会化への早急な対応 

社会保障における支援型のサービス給付については、地域住民の声に耳を傾け、ニーズに合った

対応を行うための体制を構築するとともに、多様な担い手が連携・協力を図る運営の仕組みづくり

が求められる。

出典：東京都板橋区/首都大学東京編(2007)『生活保護自立支援プログラムの構築―官民連携による個別支援プログラム

の Plan・Do・See』ぎょうせい

【生活保護における相談援助並びに支援の例】

 保護費の支給は法定受託事務であるが、相談者・要保護者への相談・助言や、被保護者に対する

自立支援は自治事務となっている。

⇒専門性を持った職員による相談者・要保護者の指導・相談・助言の体制整備が必要

 ●保護世帯が急増するなかで、それに見合うケースワーカーの増員が困難な大都市自治体の事例

をみると、システム的対応を図る自治体と、ケースワーカー個人の資質と経験で対応する自治

体に分かれる。

相談者・要保護者

相談及び助言 自立助長に即した相談援助 自立助長に即した支援

自立支援

・相談者・要保護者の意向
　に即した相談及び助言

・要保護者の意向を尊重した相談
　援助活動

被保護者の選択と決定に基づく
支援活動

○相談及び助言
○指導及び支持に基づく相談援助活
動

○相談及び助言

<相談者>
 ・社会福祉法及び社会福
祉各法において規定
<要保護者>
 ・生活保護法　第27条の2
   相談及び助言

　<被保護者>
 　・生活保護法　第27条
 　  指導及び指示

  <被保護者>
 ・生活保護法　第27条の2
  　 相談及び助言

○保護申請に伴う助言指導  

<要保護者>
生活保護法　第２８条
調査及び検診

最低生活保障＋自立助長

被保護者

生活保護における社会福祉実践（相談援助活動及び支援活動）

相談援助
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   ※システム的対応：マニュアルやプログラムを作成し、個々のケースへの処遇をシステム化

する方法や、データベース構築により、日々の対応を文書化し、情報を共有するシステム

を整備するといった対応

   ※ケースワーカー個人の資質と経験で対応：長期間の経験を持つ職員を一定割合確保するよ

うな人員配置を行うとともに、ベテラン職員と経験の浅い職員を組み合わせながら、情報

共有やノウハウの伝達を現場で行うといった対応

 ●専門職の確保が難しい場合には、セイフティネット支援対策等事業費補助金（10／10）を活用
し、非常勤職員の雇用により対応（ハローワークＯＢ，警察ＯＢ，医師、精神保健福祉士、等）

（ただし、これらの非常勤職員によるノウハウは継承されにくい）

【地方の現場における対応】

①個々の職員の経験や力量の底上げ（OJTや研修受講など）による対応
②多様な専門性を持った職員や人材の連携による課題解決に向けた協議の場の構築

（ケース検討会議の定期的な開催による、顔合わせの機会をシステム的に創出）

③個々のケースに対する対応の仕方についてマニュアル化、情報データベースの共有（個人情報

なので、役所の中だけでの情報共有になる場合もある）

４．参考事例 

（１）鳥取県国保日南病院のケース（在宅での暮らしを支える町立病院）

※日南町：人口約 6,000人、面積 340.87平方 km、高齢化率 45.1% （後期高齢化率 28.4％）
○町の中心にある日南病院を中心に地域の医療・介護・福祉を支える

○町は大きなホスピタル（「町の道路は病院の廊下、家庭は病院のベッド」）「院是」とし、訪問診

療、訪問看護、訪問看護の体制を病院が中心となって構築している。

（かつての悪循環のサイクル）

「入院患者が病院にたまって、ベッドの空きなし→病棟の患者が減らないため、医師が疲弊→鳥取
大からの応援で外来と入院病棟を回す→満足がいく医療が受けられない。入院したくてもベッドの
空きが無い。→地域住民が病院に来なくなる→経営悪化」

 外来 往診 → 早期発見・早期入院・早期退院 一般病床 
→ 急性期医療が終わり次第、療養病床へ移行 
→ できるだけ早く、在宅療養へ道筋つける 
→ 外来・往診
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○療養病床の増床。介護保険制度導入時に療養病床を６０から約１００床に増床。地域のニーズ（在

宅のバック・ベッド）に応え、病院が介護の役割も果たす必要があるとの判断。町のショートス

テイ施設増床でなく、病院の今あるベッドを活かし、行政の新たな負担を回避。

○日南病院の療養病床の平均在院日数は 55日。全国平均は 300日程度と比べると、大きく下回る。
○一般に、療養病床で黒字を出すには、重症の方を囲い込み、できる限り病院にとどめておくこと。

だが、日南病院では回転率をあげているので、療養病床については赤字。だが、それを外来と一

般病床の黒字で補う。

○常に療養病床を 10 床空けておく。どんな時でも困った時には病院が診てくれることが住民の安
心につながり、在宅での生活を可能とする。

○この仕組みにより、日南病院は一般財源からの法定繰入を入れれば、30年以上黒字経営が続い
てきた。

○集落ごとに保健師が見回りを行い、早期発見にもつなげる仕組み。家庭訪問が認められた保健師

の意義は大きい。アウトリーチにおける公共部門の果たす役割は大きい。民間事業者には限界が

ある。

○１人当り国民健康保険料は県内で下から 3番目に入る。
○自宅でのケアを軸として、それを地域で公的に補完するしくみを創出している。

※医師、看護師、介護福祉士、ホームヘルパー、保健師、役場職員等の連携と情報共有が必要不可

欠である。（病院、町保健福祉課、保健センター、地域包括支援センターが隣接するとともに、

定期的なケース検討会の開催を行う。また必要に応じてすぐに関係者が集まれる体制が構築され

ている。）

※超高齢化の時代に、療養病床の廃止と地域見守りを推進するには、地域の専門家が「総力戦」で

連携を図りながら、いつでも一時入所や診療、サービス利用が可能となる仕組みが必要。（「柔軟

性」の確保を通じた安心の仕組みが図られているが、経営にはマイナスの影響となる。こうした

「必要な赤字」をどのように評価するかが問題である。）

●システムの維持に向けた課題として、担い手不足（医師、看護師、薬剤師、理学療養士等）が挙

げられる。これについては、専門家の確保に向けた教育体制の整備や、研修プログラムの構築、

報酬見直しなど、国による体制整備が求められる。

（２）大阪府箕面市の「社会的雇用」政策

※一般就労と福祉的就労（授産施設など）との間を埋める「社会的雇用」制度を独自に構築する。

①障害者事業所における最低賃金水準の確保

市単独で、一定の要件を満たす障害者事業所に対する賃金の助成を実施し、そこで働く障害者

は、大阪府における最低賃金法で定められた水準（779円／時間）を上回る賃金収入が可能とな
っている。

②雇用環境整備

障害者の援助者や事業所に対する定額の助成を行い、事業所が、障害者の能力や適性に応じた

職種の開拓や、障害者自身の経営参画を含めた取組みを担えるよう、環境整備を実施している。
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③障害者事業団における支援

  障害者事業団自らが雇用機会を創出するとともに、就労に向けた職業訓練プログラムを立ち上

げるなど、各種の就労支援を行っている。障害者の暮らしを豊かなものにして、社会参加へとつ

なぐには、就労機会の確保が必要との判断から、積極的な取組を行っている。

○障害福祉年金の支給に比べて財政支出の抑制が可能との試算をしている。全国にいる稼動年齢層

の障害者 205万人のうち、一般就労が約 65万人、授産施設などでの作業を行う福祉的就労が約
17万人、働いていない人は 117万人となっている。箕面市によれば、働いていない人で就労を
希望する人は少なくはなく、こうした人を対象として、国全体で 10万人の社会的雇用を創出で
きれば、生活保護、障害福祉年金、福祉サービス等を含めて年間で約 430億円のコスト削減が可
能であるという。

●社会的雇用の仕組みを地域で構築するにあたって、課題も多い。とりわけ、障害者一人ひとりの

状況を見据え、その人に合った業務を創出することや、それを担うコーディネーター、障害者を

横で支えるサポーターが重要であり、こうした人材の確保と、それらの人たちの雇用機会を合わ

せて確保することが必要となる。特に、コーディネーターについては、専門的な職業としての位

置付けが考えられてよい。

５．マンパワーの確保と職員のノウハウ伝承に関する課題 

○以上のように、子育ての社会化、介護の社会化など、従前家族やコミュニティで担っていた仕組

みを社会的に再構築する必要性が各地で生じているが、これを現金給付だけに依存し、あとのサ

ービスを市場で調達することを全国普遍的に期待することは難しい。安心な暮らしを確保するに

は、現物給付が必要である。

ただし、そのためには、各種の専門職が地域にいることと、専門職の人たちの間での連携シス

テムが構築できていることが求められる。ところが、市町村の現場では、集中改革プラン等を通

じて、職員数の削減が行われており、特に専門職を中心とした新たな職員増員は困難な状況に置

かれている。

  また、各地の自治体では専門職採用を減少する傾向にあり、こうした傾向は今後も続くことが

見込まれる。こうしたマンパワー確保のための財源をどうするかが課題の一つである。

６．分権型社会保障制度とその財源 

2008年社会保障国民会議の推計によれば、2007年に約 34兆円規模だった国民医療費は 2025
年に 67－69兆円まで増大し、介護費についても 2007年に約 7兆円だったものが 2025年には 24
兆円まで膨れ上がるとされている。他方、2006年に厚生労働省が出した「社会保障の給付と負担
の見通し」に於いても、社会保障給付費は、2006年に 89.8兆円だったものが 2015年には約 116
兆円、2025年には約 141兆円へと大幅に増大することが見込まれている。
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○増大する社会保障給付費への対応

●社会保障制度改革を通じて、給付費抑制を図ることは必要である。ただし、それは単なる歳出抑

制策であってはならず、地域の受け皿整備と担い手確保が必須である。

●租税負担割合の引上げ

一方、財源確保策としての租税負担の引上げについても検討する必要がある。

消費税および地方消費税では、税率を 10％にまで引き上げても税収は＋12.5兆円程度となっ
ており、わずかな税率引き上げでは、必要な財政規模を確保することは難しい、

こうしたことに加えて、税を通じた再分配機能の回復を考えるなら、所得税や相続税における

累進性の回復が考えられる。

  更に、社会の維持にかかる法人の負担を考えると、現在の状況では、企業が儲かってもそれが

賃金として働く人に回らっておらず、非正規労働者の比率の上昇による名目賃金の下落が生じて

いる。また、法人の租税ならびに社会保障負担を欧米と比較すると、日本は決して高い水準にあ

るとはいえず、法人に対する負担の引上げが考えられてよい。

●他方で、医療保険、介護保険の広域化（都道府県単位）による財政基盤の安定化が考えられる。

７．地方行財政の重要性と信頼性の回復 

  地域によって現物給付のニーズは大きく異なる。過疎地域、条件不利地域においては、行政のみ

ならず、地域の担い手が、総力戦で住民の暮らしをあらゆる側面から支えることが求められている。

他方、大都市圏では、今後、高齢者数の増大が見込まれる中で、サービス供給体制の整備が求めら

れている。

○本来であれば、全国どこに居住していても、安心な暮らしが確保される社会となるような基盤整

備が求められるものであり、地方交付税による財源保障機能の確保は必要である。

○行政や政治に対する国民の信頼回復なくては、追加的な負担を求めることが難しい。こうした信

頼性の回復は住民に身近な政府から行っていくことが大切であり、地方の役割はこうした点から

も重要である。租税負担を通じて、安心な暮らしが確保されるという信頼性が回復すれば、増税

をめぐる国民的合意を得られやすい。

以  上
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委員  泉田 信行  国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部第１室長 

  斉藤 弥生  大阪大学大学院人間科学研究科准教授 

  齊藤 由里恵  徳山大学経済学部准教授 

  高端 正幸  新潟県立大学国際地域学部准教授 

  田邊 國昭  東京大学大学院法学政治学研究科・公共政策学連携研究部教授 

  新田 秀樹  大正大学人間学部教授 

  沼尾 波子  日本大学経済学部教授 

  林   正義  東京大学大学院経済学研究科准教授 

  細井 雅代  追手門学院大学経済学部准教授 

  椎川 忍  自治財政局長 

  平嶋 彰英  大臣官房審議官（財政制度・財務担当） 

  高倉 信行  大臣官房審議官（公営企業担当） 

  黒田 武一郎  自治財政局財政課長 

  末宗 徹郎  自治財政局調整課長 

  稲山 博司  自治財政局交付税課長 

  満田 誉  自治財政局地方債課長 

  諸橋 省明  自治財政局公営企業課長 

  笠井 敦  自治財政局公営企業課公営企業経営企画室長 

  前田 一浩  自治財政局公営企業課地域企業経営企画室長 

  飯島 義雄  自治財政局財務調査課長 

  飯田 昌三  財団法人地方自治研究機構調査研究部長兼総務部長 

事務局  村岡 嗣政  自治財政局調整課課長補佐 

  梶   元伸  自治財政局調整課課長補佐 

  谷合 隆  自治財政局調整課課長補佐 

  井上 秀典  自治財政局調整課地域財政係長 

  酒井 哲也  自治財政局調整課企画係長 

  西村 邦太  自治財政局調整課企画係主査 

  中山 昌弘  自治財政局調整課企画係主査 

  南里 明日香  自治財政局調整課地域財政係主査 

  稲垣 俊之  自治財政局調整課地域財政係事務官 

  三嶋 孝佳  自治財政局調整課企画係事務官 

  村上 敬  財団法人地方自治研究機構調査研究部調査研究室長 

  平林 正子  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  内山 雅雄  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 
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  緒方  優紀  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  小野瀬 孝之  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  森山 康広  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  家中 賢作  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  星   紀祐  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  渡辺 真千子  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

  佐藤 大輔  財団法人地方自治研究機構調査研究部研究員 

 （順不同） 
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開催経緯 

委員会 テーマ・報告者 報告書該当部分

第１回委員会 

(平成 22 年７月 23 日) 

○「子ども・子育て新システムについて」 

 朝川 知昭  厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

         総務課 少子化対策企画室長 

○「社会保障分野における最近の動向について」 

梶 元伸   総務省自治財政局調整課課長補佐

 

 

第１部 第１章

 

第２回委員会 

(平成 22 年８月 23 日) 

○「幼保一体化などについて」 

 山本 敏昭  横浜市こども青少年局子育て支援部長 

○「子ども・子育て関連の義務付け・枠付けについて」 

吉川 浩民  内閣府地域主権戦略室参事官

第１部 第２章

 

第１部 第３章

事例視察 

(平成 22 年８月 26･27 日）

○「幼児教育・保育現場の状況」 

  福島県内、東京都内認定こども園・保育所等 

第１部 第４章

 

第３回委員会 

(平成 22 年 10 月 15 日) 

○「高齢者医療制度の見直しについて」 

 吉岡 てつを 厚生労働省保険局高齢者医療課長 

○「医療保険制度における保険者規模と財政調整について」 

泉田 信行 委員 国立社会保障・人口問題研究所  

社会保障応用分析研究部 第１室長

第２部 第１章

 

第２部 第２章

第４回委員会 

(平成 23 年２月 10 日) 

○「社会保障改革をめぐる動向」 

  梶 元伸   総務省自治財政局調整課課長補佐 

○「分権型の社会保障制度について」 

  沼尾 波子 委員 日本大学経済学部教授 

 

 

第３部 第１章

第５回委員会 

（平成 23年２月 22日） 

○「今年度の研究のまとめ」 

小西 砂千夫 委員長 関西学院大学大学院 

経済学研究科・人間福祉学部教授 

○「平成２３年度地方財政対策について」 

  坂越 健一  総務省自治財政局財政課財政企画官 

第３部 第２章

 

第６回委員会 

（平成 23年３月 24日） 

○「東北地方太平洋沖地震について」 

○「平成２２年度における地方分権の動きについて」 

小西 砂千夫 委員長 関西学院大学大学院 

経済学研究科・人間福祉学部教授 
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